
コーポレートガバナンス

Governance ガバナンス（誠実で健全な企業経営）
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　朝日工業社グループは、コーポレートガバナンスの体制・内容を整備・強化し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上
に取り組んでいます。

（1） 取締役の選任および解任に関する株主総会議案の原案
（2） 代表取締役および役付取締役の選定および

解職の取締役会議案の原案
（3） 前２号の審議をするに当たっての方針と手続
（4） 取締役への業務委嘱に関する取締役会議案の原案
（5） 取締役会が保有すべきスキルに関する取締役会議案の原案
（6） 取締役等の後継者計画に関する取締役会議案の原案

（7） 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
（8） 取締役の個人別の報酬等の内容に係る

決定に関する方針の取締役会議案の原案
（9） 取締役の個人別の報酬額等の内容
（10）退任取締役の退職慰労金の内容
（11）その他、取締役会が必要と認めた事項

サステナビリティ委員会
　持続可能な社会の実現と当社グループの中長期的な企業価値の向上を目指して、グループ全体としてのサステナビリティ
の観点を踏まえた経営をさらに推進することを目的に取締役会の諮問機関として設置し、サステナビリティに係る事項を協議
または審議して、適宜、取締役会に提言・報告しています。

・ SDGsに係る取り組みテーマ・具体的な施策・目標
・ TCFD提言に沿った情報開示および第三者保証
・ CDP回答書およびSBT申請

・ 機器事業部豊富工場への太陽光発電設備導入
・ 再エネ由来電力導入
・ 健康経営、人権宣言

　当社は、企業としての社会的責任を果たすとともに、株主・投資家をはじめとしたさまざまなステークホルダーの皆さまの
利益を尊重し、企業価値のさらなる向上を実現するため、経営上の組織や仕組みを改善してコーポレートガバナンスを強化し
ていくことを最も重要な経営課題と位置付けています。
　これからも当社は、より充実したコーポレートガバナンスの実現を目指して、積極的な取り組みを進めていきます。

取締役会
　社外取締役3名を含む9名の取締役で構成し、定時取締役会を２カ月に１回以上開催し、また必要に応じて臨時取締役会を
開催して、重要事項の決議および取締役・執行役員の業務執行状況の監督を行っています。

経営会議
　常勤の取締役により構成される経営会議を毎月１回以上開催し、取締役会付議事項その他の重要事項について審議して
います。

監査役会
　社外監査役３名を含む４名の監査役で構成し、2カ月に１回以上開催するほか、必要に応じて随時開催して、監査に関する
重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っています。また、監査役は法令および監査役会が定めた監査の方針、
監査計画に基づき、業務ならびに財産の状況を調査し、取締役会その他の重要な会議に出席して、重要な意思決定の過程
および取締役等の業務執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見表明を行っています。

内部監査部門・会計監査人
　内部監査部門としては、業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査室を設置して、監査役および会計監査人と連携
した上で、監査計画に基づく業務監査、会計監査および内部統制の評価を実施し、公正かつ客観的な立場から経営に対する
評価・助言を行い、各部門の業務の改善を推進しています。
　会計監査人としては、清陽監査法人を選任し、独立の立場から会計監査を受けています。

指名・報酬諮問委員会
　社外取締役3名を含む4名の取締役で構成され、定期的に年1回以上開催し、また必要に応じて随時開催しています。取締役
会の諮問機関として、取締役の指名・報酬に係る事項およびそれに関連した取締役等の後継者計画や取締役のスキルの特定な
どを審議し、その結果を取締役会に答申することにより、取締役の指名・報酬に係る決定の客観性・透明性を確保しています。
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コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレートガバナンスの体制

主な審議事項

主な協議・審議事項

2024年度委員会開催回数 6回



　取締役会の実効性を高め、取締役会全体の機能を向上させることを目的として、2016年から取締役および監査役による
取締役会の実効性にかかわる自己評価アンケートを毎年実施し、その評価結果を取締役会において分析・評価して、課題が
抽出された場合はその改善に取り組んでいます。また、それらの結果概要については、当社ホームページに開示しています。

抽出された主な課題 改善内容

2019年度

2018年度

2017年度

取締役会の構成人数とそれに占める
社外取締役の人数および構成割合

客観性・透明性ある手続による経営陣（取締役）の
報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定

任意の委員会の設置等により、取締役会の判断の客観性、
公平性、妥当性等の確保をより強化すること

取締役の職務執行の監督を強化するために、社外取締役と
監査役会との協調を緊密にすること

取締役および監査役に対してのトレーニング等の
機会の提供、支援の推進

取締役会における審議事項および報告事項を取締役ならびに
監査役が十分に検討できる適切な時間を確保すること

・会議資料の配付時期の早期化
・十分な審議時間の確保に向けた会議日時の設定
・担当執行役員等の取締役会への出席

・役員退職慰労金制度の廃止と譲渡制限付株式報酬の導入
・取締役総数の減員（12名から9名）および
社外取締役の増員（2名から3名）
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の取締役会決議

指名・報酬諮問委員会の設置

2023年度 取締役会は会社の目指すところ（経営理念等）を確立し、
戦略的な方向付けを行っているか

・新しい企業理念「ASAHI-PHILOSOPHY」を制定
・長期ビジョン「ASAHI-VISION 2050」を策定

2021年度

最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への
主体的な関与および適切な監督の強化

人的資本・知的財産をはじめとする経営資源の配分や
事業ポートフォリオに関する戦略への実効的監督

中期経営計画の資本政策において
新たな成長機会の創出に向けた戦略的な投資を計画

取締役等の後継者計画の基本方針の策定と運用

内部監査部門の取締役会への直接報告等による連携の確保

取締役会の構成における多様性と適正規模の両立確保

デュアルレポーティングラインの構築と運用

2024年度 取締役会は、人的資本・知的財産など経営資源の配分が、
持続的成長に資するよう実効的に監督しているか

長期ビジョン「ASAHI-VISION 2050」の
6つのマテリアリティへの取り組みを推し進める

2022年度 女性取締役の選任

社外取締役と監査役会の定期的な連絡会の開催

役員研修会の定期開催

2016年度

2020年度
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　当社では、取締役、監査役が自らに求められている役割や責任を
認識し、当社の企業価値向上に向けて業務に専念するのに必要な
知識の習得および更新の機会を提供することをトレーニングの基本
としています。
　新任者が就任する際には、新任役員向けの社外セミナーを受講さ
せ、その後も適宜社外セミナー等へ参加するよう積極的にトレーニ
ングの機会を提供しています。また、コンプライアンスやリスク管理
等に関連する社内講習会や、その時節のトレンドに応じて外部講師
をお招きしての役員研修会を定期的に開催しています。なお、これ
らの対応が適切にとられているか否かについては、取締役会の実効
性の評価において確認しています。

　取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬
および短期業績に連動した役員賞与ならびに
中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式
報酬で構成し、業績および企業価値の向上に
有効に機能すること、また当社の株価における
変動のメリットとリスクを株主と共有することに
より株価上昇および企業価値向上への取締役の
意欲を高めることを念頭に、指名・報酬諮問委員
会の審議を経て取締役会で決議された「取締役
の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する
方針」に基づき決定しています。
　監査役の報酬は、基本報酬および短期業績に
連動した役員賞与で構成し、株主総会で決議さ
れた監査役報酬枠の範囲内で、監査役の協議に
よって決定しています。

取締役報酬限度額（役員賞与含む）：
年額5億円以内
監査役報酬限度額（役員賞与含む）：
年額1.2億円以内

区分

基本報酬 役員賞与
（業績連動報酬） 譲渡制限付株式報酬

報酬限度額：
年額4千5百万円以内
株式上限数：
100,000株以内

監査役

社外取締役

取締役
（社外取締役を除く） ● ● ●

●

● ●※

役員報酬の構成

※常勤監査役のみ

基本報酬
区分

報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
役員賞与

（業績連動報酬）
譲渡制限付
株式報酬

対象者
（名）

社外取締役・監査役

監査役
（社外監査役を除く）

取締役
（社外取締役を除く） 8

1

8

17154

14

14

ー

ー

128

17

58

301

31

72

2024年度の役員報酬額

(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。

選任・指名の方針、手続
　経営陣幹部の選任、取締役および監査役候補者の指名は、取締役会において、能力、資質、リーダーシップ、これまでの
業務実績等を総合的に勘案して決定することとしています。
　また、社外取締役および社外監査役の候補者は、人格、識見、経歴等を総合的に勘案するとともに、当社の業務に実質的に
携わることが可能かどうかを確認するほか、東京証券取引所が定める独立性要件および当社の社外役員の独立性判断基準を
踏まえ、客観的な立場で当社の経営を監督、監査できる者を指名することとしています。
　なお、経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名は、取締役会の諮問に応じて、過半数を独立社外取締役で構成する
指名・報酬諮問委員会が審議し、その結果を取締役会に答申することにより、経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名
に係る決定の客観性・透明性を確保しています。

解任の方針、手続
　経営陣幹部が法令および定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、能力、
資質、リーダーシップを欠くことが明らかとなった場合および当社の業績が著しく悪化した場合、経営陣幹部の解任・解職に
ついて審議を行うこととしています。
　なお、経営陣幹部の解任・解職は、取締役会の諮問に応じて、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が
審議し、その結果を取締役会に答申することにより、経営陣幹部の解任・解職に係る決定の客観性・透明性を確保しています。

　当社は、毎年定期的に取締役会において政策保有株式の保有の
意義や資本コスト等を踏まえた経済合理性について検証し、保有が
適切でないと判断されるものについては縮減を行っています。ただ
し、一定の経済合理性が認められ、また当社の中長期的な企業価値
の向上を実現するために必要と判断した場合には、政策保有株式を
保有することとしています。2026年3月期の縮減目標として純資産
比20％を設定し、資本効率の向上を進めていきます。
　政策保有株式の議決権は、原則としてすべての議案に対して行使
することとし、行使に際しては議案が株主利益を軽視したものでな
いか、中長期的な企業価値向上を見据えたものであるか等を考慮
し、必要に応じて発行会社との対話を行います。
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政策保有株式の縮減状況

(注)純資産を投資有価証券で除した割合を示しています。

取締役会の実効性の評価 取締役・監査役のトレーニング

政策保有株式に関する方針

役員報酬
経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

役員研修会テーマ

● 建設業界におけるICT（情報通信技術）活用の
最新動向と展望（2019年度）

● 経営におけるSDGsの重要性（2020年度）
● 「サステナビリティ」でつかむ！
時代が求める企業競争力（2021年度）

● 人的資本経営（2022年度）
● サステナビリティを追求する
パーパス経営の潮流（2023年度）

● サステナビリティ開示基準（SSBJ基準）への
対応について（2024年度）

計画通りの進捗
● 2025年3月末時点で、
政策保有株式を純資産比23.4%まで縮減

● 2026年3月末までに、
純資産比20%以下まで縮減を進める




